
石川県社会福祉成立史研究(1)

矢 上 克 己

はじめに

本稿は石川県における社会福祉の成立と展

開について基礎的研究作業をまとめたもので

ある｡

社会福祉研究 (学)を社会科学の 1つとみ

るならば､それは社会科学が原則上､理論､

歴史､実践 (技術)の 3部門より構成されて

いるのと同様に､社会福祉原論､社会福祉史､

社会福祉方法論の 3つに区分することができ

る(1)｡社会福祉を社会科学 として成立させる

要件 として､社会福祉の歴史研究は欠かせな

いものである｡

社会福祉の歴史研究によって､社会福祉が

どのような社会状況下で､いかに生成､発展

したかのプロセスを知ることによって､現在

の社会福祉状況を正 しく把握 し､未来の展望

を明確にすることができる(2)a

Lかし､社会福祉の歴史研究は､社会福祉

の発展過程､現状分析､未来の展望にとどま

るのではなく､それらを踏まえて､さらに社

会福祉実践の課題を明確化 し､ 日常の社会福

祉実践の中に反映されるように研究されるべ

きものである(3)｡すなわち､社会福祉の歴史

研究は､社会福祉の歴史を創造するという積

極的な意義を持つものであり(4)､そうした研

究であらねばならない｡

今 日の社会福祉は､人権的視点に立脚した

｢権利としての社会福祉｣へ と発展している｡

克 己

しかし､そうした歴史的事実 とは逆行 して､

日本をはじめ､イギリス､アメリカなどの資

本主義国においては､一方的な社会福祉の見

直し､削減､合理化を企図している状況があ

り､｢権利 としての社会福祉｣が形骸化 しつつ

ある｡

このような状況にあって､社会福祉の歴史

研究を通 じて､歴史に逆行 しないような社会

福祉の基礎を築 くことが今 日ますます重要 と

なってきている
(5)

こうした意味において､石川県における社

会福祉を科学的なものとするための一つの基

礎的研究作業 として､社会福祉の成立 と展開

について把握することが必要になって くると

思われる｡

1 慈善救済の成立と展開

(明治元年～同28年)

石川県内では1868(明治元)年から1870(明

治3)年頃にが ナて､政治変革や1869(明治2)

年の凶作により､多くの救済対象が出現 した｡

この窮乏化に対 し､藩知事前田慶牢が前田家

の古器珍宝を売却 し､金品 (米196,300石｡銭

50,600貰｡稲1,800余葛｡他に書画名器の売却数万

円｡)を救済資金に充て､細民の政済に当たっ

た (6)｡

1881(明治14)年から1885(明治18)年にか

けての経済不況および1890(明治23)年の経済

不況および大火などが重なり､大量に窮乏層
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が出現 した｡こうした窮乏の状況は､内務省

御用掛村田豊による 『石川県下窮民状況実視

報告』にレポー トされている｡これによると､

窮乏状況はまず羽咋地方に現われ､それが漸

次県下一般に拡大 した｡金沢では人口95,000

人のうち10分の 1は其 日の暮 らしに差支える

程の状況であった(7)｡

こうした状況に対 し､官費救済による救済

人員 (表1)はごく少なく､実態にあった救済

ではなかった｡

そのため､石川県では1890(明治23)年､窮

民救済細則 (石川県令第30号)を制定 し､

1886(明治19)年11月制定の石川県慈恵救済資

金を以て､県内在住の窮民を救済することに

なった(8)0

救済対象は市町村費より5枚肋を受けている

(表 1)官費救済による救済人員

(日本社会事業大学救貧制度研究全編 『日本の救貧制度』88頁より)

年 次 13年 14年 15年 17年 18年 19年 20年 21年 22年

(表 2)石川県下慈恵救済賞金に依る

窮民救済人見

(明治23年～大正5年度合計)

郡 市 救済人員 救 済 額

江 沼 郡 721 3,342円

能 美 郡 2,543 8,646

石 川 郡 2,156 5,856

河 北 郡 849 4,297

羽 咋 郡 774 3,071

鹿 島 郡 510 3,165

鳳 至 郡 248 885

珠 洲 郡 154 399

金 沢 市 4,932 16,792

合 計 12,887 46,453

石川県 『石川県感化救済事業一覧j大正6年

者で､70歳以上の者､13歳未満の者､廃疾の

者の 3着で､救助額は市町村救助額の範囲内

で支給された
(9)

しかし､こうした石川県の救済対応も規模

が小さく､大量に出現する窮乏者に対応でき

るものではなかった｡

そのため宗教関係者や慈善家らによって､

民間慈善救済が成立し､展開することになる｡

石川県内では､1864(元治元)年､小野太三

郎が金沢において凶作で困窮 した貧民収容の

ため中堀川町の自家を開放 し､貧窮民を収容

した｡これが小野慈善院の創始 である｡

1873(明治6)年には､坐頭座の廃止によって

困窮した盲人救済のため､木の新保に家屋一

棟を求め､盲人20余名を収容 し､一方､前田

家経営の｢お救小屋｣(貧民収容所)などの閉鎖

による窮民の収容を行った｡さらに､1879(明

治12)年頃より士族の零落者が急増し､その救

済のため彦三町に私費450円余 を投 じて家屋

6棟を求め､没落士族を救済した｡こうして

小野太三郎は慈善救済を大規模に展開した (10)0

ここで､小野太三郎の実践を横山源之助が

『日本の下層社会』に ｢北陸の慈善家｣と題

してレポー トしているのでその一端を紹介 し

てお く｡

当時､政養所の収容者は640人余で､他に小

野太三郎の監督の下に土木工事に従事する者

が 4千人以上で､救済対象の 7､8分は老衰者

と小児で､中年者は2､3分であった｡被救養
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者は鱗寡孤独をはじめ疲腐病者､出ろ訣人がお

り､さらに巡礼六部には宿所を提供 した｡政

義所 1小屋毎に取締人が配置されてお り､健

康な被政養老には男女老幼の別なく各自の希

望により労働に従事 させ､15銭から50銭まで

の資金あるいは物品を与えた｡その業務は人

足､車夫､按摩､機織､養蚕などのほか梱革､

飴菓子､八百物玩弄物などの行商､あるいは

笠紐の縫製､肥料の売買で､当時人足では鉄

道工事従事者が多数であった｡ 11､2歳未満

の者には平常イロ-など､幾分の文字識を教

え､13､4歳になれば､大工希望者に大工の

技術 を､左官希望者にはその技術を授け､女

児は多くは機織で､その他養蚕であった｡食

物は首所 (金沢歩兵第七連隊)の残飯を充てた

が､不足なため 日に6､7斗の米麦を買い､残

飯の代金は日に56貫目(約 1斗2､3升)で､月

額35円に上 り､衣服は常に有 り合せの艦複 を

着用させ､秋から冬にかけては毎年一時に100

枚以上の綿人を､また､児童が遊山等の際に

は別に晴着を用意 した｡同院の運営経費は小

野太三郎所有の千歩許 りの田畝より得るもの

と､被救養老の労働賃金からの一部などに依

拠 し､他には収入はな く､時に同感者の特志

によって倭に 1日を支える情況であった(ll)0

このように小野太三郎は公費の補助 もない厳

しい財政の中で身を粉にして窮民救済に当た

･･･.J=:

この時期の他の救済施設では､1892(明治

25)年 1月､アメリカ人宣教師ウィン夫妻によ

り､金沢市飛梅町に金沢孤児院が設立された｡

施設は建坪13坪余で､6歳から13歳までの少

年を収容 した｡同院は1901(明治34)年に､直

接の経営者であった信者の病死により閉鎖さ

れた(12)｡1893(明治26)年12月､カナダ婦人伝

導会社の出資によりジョス トという外人によ

って金沢市広坂通に-ル ･B･ベラミー孤児

院が創設され､孤児や生活困窮の少女が収容

された (13)0

公的施設では1893(明治26)年 4月､金沢市

が貧民救護のため､市内末広町に30余坪の金

沢市政助所を開設 した｡同所は1905(明治38)

年頃には廃止された
･114:

医療救護施設では､幕末より設立されてい

る卯辰山養生所は1870(明治3)年､卯辰山貧

病院 と改められ､貧窮民や獄中の病人などの

救療 を行っている
(15)

授産施設では､婦人宣教師-- クグレーブ

が カナ ダの婦 人伝導会社 の補助 に よ り､

1893(明治26)年 1月､金沢市松本町に私立川

上授産館 を開館 し､貧困家庭の婦女子の自活

の道を得させ るため､授産事業を行 った｡授

産の内容は刺繍で､刺繍の心得のない者には

無料で､材料器具等必要品を貸与 し教授 した｡

開設 当初 の同館 の状 況 は不 明 であ るが､

1917(大正6)年 5月 1日現在､同館に貧家の

義務教育を終了した13歳以上の女子14人を収

容 し､刺繍の技術 を授けた｡同館の経営はカ

ナダ婦人伝導会社の補助金に依 ってお り､毎

年1,600円から1,400円の補助金があった｡職

月は無給の管理人 1名 と有給の教師 1名であ

った (16)｡翌年 1月､同様の授産施設 ･私立馬

場授産館が設立され､1917(大正6)年 5月現

在､10名の女子が収容 されてお り､私立川上

授産館同様､経営はカナダ婦人伝導会社の補

助金1,200円に依 っていた
11丁

その他 として､水害､火災に対 して､皇室

より政1血金が下賜されているO

石川県内の慈善救済の展開については､｣血

政規則などによる公的救済が貧弱なため､慈

善家小野太三郎の小野救養所の拡大やキリス

ト教関係者らによる育児施設や授産施設が相
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次いで設立されているのが特徴である｡また､

石川県窮民救済細則の発布や金沢市政勘所の

設置など､地方における公的な単独事業 も注

目される｡

2 慈善事業の成立と展開

(明治29年～同39年)

石川県内ではこの時期の 2度にわたる経済

恐慌 と災害が重なり､多くの救済対象が出現

した｡

例えば､1897(明治30)年の経済恐慌による

窮乏状況は､石川県より内務省に以下のよう

に報告されている｡

｢管内細民生計上の状況を調査するに､一

般困窮の状は未曾有にして物価の暴騰金融の

逼迫共に彼等の生活を苦 しめ､殆ど其極度に

達 したるもの ､如 し､而して其今 日あるを到

せ る原因は固より一にして足らざるも農作此

年登 らす水害年毎に至るに加えて昨三十年に

於ける虫害最 も之か大主因とす｡

本県下は由来農を以て主産物 とし､漁業商

工業之に亜 く随て農産物に於ける豊否は直に

全管内の人気に影響す､則ち細民の大多数は

常に力役に依食するか故に､単に之を供給す

るの途あるを得ば､彼等は末だ直に葉色を呈

するに至 らざるなり､管内細民は一時窮困に

陥 りたるも此困難の時機に際 し曾々鉄道施設､

第九師団兵営建築､水害復旧土木工事等各種

の大工事相次で起 り管内多くの労力者を需要

したるがため比較的昂貴の賃金を取得 し物価

の騰貴に留意せ ざるの僅ありき､然るに春釆

以上の各種工事は漸次竣工 し､収入又杜絶 し

苑に再び葉色を呈するの兆ありLに依 り､各

郡長に訓令を発 し相当賑･l血の方法を講せ しめ､

一面の官給の途あるものは･l血政規則に依 り之

を救助-而備荒儲蓄法に依 り､種穀料を給 L

て小作農家を救い其他県の特別資金たる救済

金を以て無告の窮民を賑 したる等応急の設備

に欠 くる所なきことを努めた り､次で外国米

は続々入津 し地方に在 りては､各市町村に於

て種々の救済方法を設け盛に実行せる折柄な

りLを以て左程人心の危具 を来さる尋て春夏

蚕及麦作等共に収穫豊能にして殊に秋季米作

の豊能を予想 し､米価 も亦逐 日低下の傾 を呈

し来 りたるを以て相々人を回収 し得たるか如

し｡

今細民の生計を直接間接に救済 し得たる主

要の関係を列記せは官設 (北陸線)鉄道敷設

工事､七尾鉄道敷設工事､新設第九師団兵営

建築工事､手取川等水害復旧工事､外国米の

輸入､本年四月本県の発したる内訓に基き､

各郡市町村共相当救済の方法を施 したること､

春夏蚕の良好､麦､馬鈴薯､甘藷､其他畑物

の豊能なりしこと等にして､其救済方法 とし

ては市街地に在 りては概ね公費或は特別積立

金又は慈善家の出資を以て外国米を購入し原

価に擢売 し就中金沢市の如 きは市費購入の方

法に依 り､擢売 したる総石数本年六月下旬よ

り八月尽 日に至るまで大凡二千三百石の巨額

に上れ p)､其他僻陳の部落に至 りては雑炊又

は粥を以て此方法に代え施興 し来れるもあり､

要するに商工業の不振を除 く外力役を事 とす

る細民に在 りては概 して多少の緩和を得たる

は意外の幸福 と謂 うべ し思 うに米作豊能の結

果､米価の下落に伴い諸般物価 も従て低廉の

傾あり､両後金融界も亦一変するは必然の状

勢なれば窮民の生活も従来に比 し一層の緩和

を来し各々其堵に安んすべ きを信ず｡ 本月

九 日附石川県｣(田代国次郎『日本社会福祉の基

礎的研究』童心社1965年 196-197頁))

さらに､1900(明治33)年から1901年にかけ
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ての経済恐慌に見舞われ､一層窮乏化が進ん

だ｡そうした状況を背景に､民間人による慈

善事業が相次いで開始されている｡

1899(明治32)年 2月､仏教徒有志が膚済舎

(養老事業)を能美郡小松町字八日市町に開

設した｡茅葦平屋建てに老人を収容 し漸次発

展 し､1912(大正元)年､能美郡苗代村に移転

した(18)｡設置当初の資料は不明であるが､『石

川県感化救済事業一覧』(大正 6年)によれ

ば､1917(大止 6)年 5月 1日現在､男 3名､

女10名の収容者がお り､職員は評議員7名､

管理人兼常任監督 1名であった｡収容者の入

所時の年齢 (表 3)は60歳未満が 3名､60歳

以上70歳未満が 5名､70歳以上80歳未満が 4

名､80歳以上が 1名であった｡在院期間は 2

年末満が 4名､ 3年以上 5年未満が 4名､ 5

年以上が 5名であったO

同合の入院の条件は無告の窮民で町村長竃

明書及び警察署の認可のある者 とされ､収容

者の処遇方法は収容者の体力に応じて仕事に

就かせ､その収得金の半額を給与し､食事は

合より給し､寄附食物は食外に与えることが

あり､被服については寄附品を給与したO

間合の経営は仏教徒による経営で､江湖慈

善家の寄贈金品及び収容者の就労による収入

に依っていた｡なかでも寄附金に依るところ

が多く､脆弱な経営基盤であった｡

1899(明治32)年 4月､石川県知事および真

宗大谷各派管長協力により､金港慈恵保護場

(出獄人保護事業)が金港市川上新町徳善寺内

に仮設置された｡同保護場の場別には ｢本県

監獄放免者ニシテ適当ノ引取人無ク或-監視

執行地又-帰郷 ノ資カナク或-疾病二罷 り困

難スル者其他政済ノ必要アルモノヲ保護スル

コト＼シ尚保護方法ヲ別チテ場内保護場外保

護及ビ幼年保護 ノ三種 トン｣ とあり､まず場

別に適合する23名を収容 し､石川県最初の免

囚者保護事業が開始 され た｡同保護場 は

1900(明治33)年 4月､金津市備中町に新築移

転 し､翌年10月､財団法人の認可を得て､加

能慈恵保護場 と改称 した (19)0

明治30年代に育児院が全国的に普及するが､

石川県においても1903(明治36)年 7月､福井

県人､真柄貞が石川郡泉野に32坪の建物をた

て､北国慈恵院を開設し､無告の幼年者を収

容 した(20)01910(明治43)年 9月現在､職員 5

名で､57名の園児が収容されていた
Lltl

園児には義務教育を授け､一方で商業見習

に従事させた｡例えば､園児に 『旭樫はみが

き』を製作販売させ､あるいは色紙を製作さ

せ相当の収入を得させて､院の運営経費の一

部に充てていた｡色紙色板は10歳ないし14歳

の児童に従事させ､1人一カ月の製作品売上

高は作業全体を平均 して67円に逢 した 田2)｡同

(表3)収容者の入院当時の状態及び年齢

種 別 60歳未満 60歳以上～70歳未満 70歳以上-80歳未満 80歳以上 計

扶養義務者有る者 男 0 0 0 0 0女 1 2 1 1 5

扶養義務者無き者 男 1 1 1 0 3女 1 2 2 0 5



清泉女学院短期大学研究紀要(第12号)

院は-ヶ年の運営経費を一般篤志家の義損金

に仰いでいたが､脆弱な経営基盤のため廃止

された｡

1905(明治38)年 7月1日､宣教師D･R･

マッケンジーがカナダ ･メソジス ト伝導会社

の事業として､日露戦役における出征軍人遺

族､家族の児童の収容保護を目的に､金沢市

百々女木町に金沢育 児院 を設けている｡

1907(明治40)年､市内上鷹匠町に新築移転 し

た｡同院にはカナダ ･メソジス ト伝導会社か

ら多額の補助金が支給され､1912年には7,500

円が支給された｡また1909(明治42)年以降､

内務省からの助成金 も支給されるなど､同院

の経営は安定していた｡学齢児はすべて小学

校に通学させ､学業成績の優良なものは中等

教育を受けさせた(23)｡

(表4)金沢育児院
この時期に石川県内で

収容人員の年次 は各種の慈善事業団体が

推移 組織 され るが､まず､

『金沢市史』

(現代縮 ･下)174頁

1901(明治34)年 3月､軍

人遺族 と廃兵中生計困難

な者の救護を行 う愛国婦

人会石川支部が金沢市に

組織され伽)､1902(明治

35)年 5月､日本キリスト

教婦人矯風会金沢支部が

設立され､キリス ト教主

義のもとに､飲酒喫煙と

ぱ くの禁止､公娼私娼の

廃止を始め弊風を矯正す

るなど社会矯風事業を展

開したは5)O

また､1904(明治37)年 1月､大日本私立衛

生会石川県支部 (石川県庁内)が設置され､診

療事業を開始し(26)､1887(明治20)年10月､日

本赤十字社石川県支部が県庁内に置かれたが､

同支部は1905(明治38)年 2月よリ政療事業を

展開した(2㌔

既設の慈善救済施設の動向では､まず小野

政養所であるが､同所は1904(明治37)年に至

る40余年の間に収容保護 した窮民は約 1万人

に上 り､当時収容保護者は300人にも達 してい

た｡

当時の小野政義所は ｢衣食住二至 りテ-四

壁粛然､人ノ堪-サル処ノモノア リ､蓋シ其

寡-隆随二シテ櫓壊レテ月敗床ヲ照ラン､庭

荒レテ蛇破壁二栖 ミ､僅二以テ膝ヲ答ルル二

足 ))､衣-僅二以テ寒ヲ防キ髄ヲ掩フニ足 り､

良-僅二以テロ腹ヲ飽カシムル二足ル｣(｢財

団法人小野慈善院｣)の状態で､風紀及び衛生面

での不備を石川県より指摘された (28)｡

こうした中で､石川県は1905(明治38)年 1

月､｢救育所取締規則｣(石川県令第5号)を発

令 した｡

政育所取締規則

第 1候 何等ノ名義ヲ以テスル二拘-ラズ私

人二於テ一定ノ場所ヲ設ケ老幼疾病者不具廃

疾者無告の窮民又-免囚等ヲ収容救育セム ト

スル者-左ノ事項ヲ具シ県庁 ノ認可ヲ受 ク-

シ但シ法令二別段ノ規程アルモノ-此 ノ限二

在ラス

1､枚育所ノ名称､位置

2､建造物ノ種類､坪数及其図面

3､収容者ノ種類及予定人月

4､枚育所規則

本号規則ニ-救育所ノ組織被救育者ノ授産

教育ノ方法飲食被服其ノ他ノ給与疾病保護

等二関スル事項ヲ規定ス-シ

5､枚育所維持費ノ収支予算

6､枚育所設置者及管理人ノ本籍住所身分

職業氏名年齢
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前項各号 ノ事項ヲ変更追加セム トスル トキ

亦同シ

第2候 新二救育所ヲ建築セム トスル者-前

候各号ノ外工事設計書ヲ添へ落成期日ヲ定メ

認可ヲ申請ス-シ之ヲ変更セム トスル トキ亦

同シ

前項建造物-管轄警察署ノ検査ヲ受クルニ

アラサレ-救育所二使用スルコトヲ得ス

第3候 被救育者ヲ収容セム トスル トキ-其

ノ都度被救育者及其ノ扶養義務者ノ本籍住所

身分職業氏名年齢並二枚育ヲ要スル事由ヲ具

シテ管轄警察官署ノ認可ヲ受 ク-シ被政育者

ヲ退所セシムル トキ-其ノ事由ヲ具シ認可ヲ

受クへシ

第4修 改育所ニ- 1名以上ノ医師ヲ常置ス

-シ但管轄警察官署 ノ認可ヲ受ケ顧問医ヲ置

キ常置医二代フルコトヲ得

第5候 管轄警察官署二於テ管理人及医師ヲ

不適当ナリト認ムル トキ-変更ヲ命スルコト

アルヘシ

第6候 政育所二於テ-管轄警察官署ノ指示

二遵ヒ防火ノ設備ヲ為シ且ツ消化器ヲ備付 ク

へ シ

第 7候 被救育老中疾病二羅 リタル者アル ト

キ-管理人-速二管轄警察官署二届出ツ-シ

第8候 救育所二於テ-何時ニテモ警察官吏

ノ臨検ヲ拒ムコトヲ得ス

第9候 管轄警察官署-公安風俗或-衛生上

必要ナル事項ヲ指示スルコトアル-シ

第10候 警察官署ノ指示事項ヲ遵守セス又-

公安風俗或-衛生上必要 卜認メタル トキ-県

庁-一時救育所ノ使用ノ停止､又-認可ヲ取

消スコトアル-シ

第11候 政育所-別紙様式ノ月報ヲ調整シ翌

月10日迄二県庁二差出ス-シ

第12候 本則二依 り県庁二提出スル書類-管

轄警察官署ヲ経由ス-シ

第13候 第 1候乃至第3修第 7修二違背シタ

ル者-拘留又-不斗料二処ス

附 則

第14修 本則発布前本規則二該当スル政育所

ヲ設置シタル者-本年 3月31日迄二本則ノ規

定二依 り認可ヲ申請スへシ(29)｡

小野政義所は ｢政育所取締規則｣に依 り､

閉鎖の運命にあったが､同所は小野太三郎の

独自一己の経営に依っており､個人的資力に

も限界があり､また､小野太三郎の慈善事業

は当時､広 く世に知られ､社会に貢献するも

の大であると評価されていた｡同所の改善 と

存続のため､時の県知事村上義雄､金沢市長

渡瀬政礼ら､有志が相談の結果､組織を法人

とし､金沢市常盤町に､3,100余坪の敷地を求

め､平屋連の収容施設を設立し､窮民を収容

保護した｡同所に対して､県は慈恵救済資金

から2,000円を建築費に､1,000を維持費とし

て支出し､維持費はこの後も支出された
1311:･

同所は1906(明治39)年10月､財団法人とし

て認可され､小野慈善院と改称された｡

こうした中で､小野慈善院の院則が制定さ

れた｡

小野慈善院寄附行為

第 1章 目 的

第 1候 石川県下二於ケル錬寡孤濁ヲ収答救

済スルヲ以テ目的 トス

第2章 名称及位置

第2候 本財団ヲ小野慈善院 卜称ス

第3候 本院-事務所ヲ石川県金津市常盤町

二百十二番地二置ク

第3章 資産及経費

第4候 創立者小野太三郎-本財団設立ノ為
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メ資産ヲ寄附ス

1 基本金1,000円

2 地所4,191坪 2勺

此見積価格3,440円

3 建物378坪 5合

此見積価格5,800円

第 5修 本院ノ経費-左ノ諸収入ヲ以テ之ヲ

支弁ス

1 有志ノ臨時寄附金品

2 特別会員通常会員寄附金

3 基本金ノ利息金

4 収容者作業賃金ノ幾部

5 行政庁 ヨリノ補助金

第 6候 本院ノ会計年度-毎年 4月 1日二始

メ翌年 3月31日二終ルヲ1期 トン決算ヲ遂ケ

経費ノ利余-絶テ基本金二編入年度 ノ終 りヨ

リ6ケ月以内二出納決算書ヲ作 り役員会 ノ認

定ヲ受 クモノトス

第 7候 基本金-郵便局若ク-確実ナル銀行

二預ケ又-有価謹券ヲ買入レ以テ利殖ヲ計ル

モノトス

第 8候 本院ノ経費 トシテ一時金100円以上

寄附者ヲ特別会月毎年金 2円宛ヲ寄附スルモ

ノヲ通常会員 卜称ス

第 4章 事 業

第 9候 本院ノ収容者ニ-左 ノ種別二依 り一

定ノ業務二就カシム

但疾病者及幼児-除外 トス

1 院内作業

2 外勤作業

3 労働又-雑役

第10修 男女ノ区別二従 ヒ体力能力ノ程度二

応シ本院ノ工場二於テ適当ノ賃金作業二従事

セシム賃金労働二耐-得サルモノニ-他ノ傭

俊二応シ又-本院ノ雑役二就カシム

第11候 授産二依 り他 日燭立自営ノ目的アル

モノ二-各其性質二適応 ノ伝習職業ヲ指定シ

本院 ノ工場又-他 ノ工場二通勤就業セシム尚

学齢児童二-本願高等尋常小学校 ノ規定二準

拠シ学事 ヲ授 ク

第12候 収容者所得 ノ賃金-其十分 ノ三ヲ郵

便貯金又-貯蓄銀行二預ケンメ十分 ノ四-本

人二支給シ十分 ノ三-本院ノ所得 トス

貯蓄金-本院二於テ之ヲ監督シ退院叉-必

要 卜認ムル場合 ノ外-交付セサルモノトス

第 5章 役 員 (略)

第 6章 役員会 (略)

第7章 寄附行為 ノ変更 (略)

院別に基づいて､収容者の処遇 と事務に関

する規程が設けられた｡ここでは収容者の処

遇についてとり挙げてお く｡

第 1章 収容者二関スル件

第 1候 本院二収容ス-キ被政育者-左 ノ各

号ノ1ニ該当スルモノ二眼ル

1 孤児

2 不具又-病身ニシテ扶養義務者ナキモ

ノ

3 老衰又-病身ニシテ扶養義務者ナキモ

ノ

4 職業ヲ得サル為 メ自活シ能-サルモノ

又-其家族

5 精神病者又-感化ノ為 メ特二扶養義務

者ノ請託二係ルモノ

第 2候 救育請求者-収容 ノ事由ヲ承認スル

ト同時二其戸籍謄本及精神病者二在テ-別二

医師ノ診断書ヲ添-差出ス-シ

第 3候 被救育者-所轄警察官署ノ認可ヲ受

タル後二於テ之ヲ収容ス退院セム トキ亦同ン

官公署ノ指揮命令アル トキ若ク-身体自由ヲ

失モ応急ノ手当ヲ要シ前項ノ手続ヲ侯チ難キ
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事情アルモノニ限 り仮二収容 スルコトアル-

シ

第4候 本院-時宜二依テ他府県在籍者ヲ収

容スルコトアル-シ

第5候 収容者-其種別二従 ヒ男女ヲ区別 シ

之ヲ各室二居住セシム

但幼児及一家族ノモノ-此限 リニアラス

第 6候 収容者ニ-走食物被服寝具及日用必

要 ノ物品ヲ無償給与ス

但第 1号 5号 ノ収容者二要 スル費用其他

別段 ノ規定アルモノ-此限 リニアラス

第 7候 収容者左 ノ場合二於テ退院セシムル

モノトス

1 燭立生計ヲ為 シ得-キ目途ヲ確立シタ

ル トキ

1 確実ナル扶養者ア リテ其引受二同意シ

タル トキ

1 逃亡其他 ノ事由二依 リテ退院ノ処分 ヲ

受ケタル トキ

第 8候 院則第 9修二走ムル作業及伝習二必

要ナル器具被服-之ヲ給与又-貸附ス貸附物

品ヲ穀損若 ク-粉末シタル トキ-其代用品又

-価格 ヲ弁償セシムルモノトス

但情況二依 り其弁償 ヲ免除スルコトアル

へシ

第 9候 本院二学舎 ヲ設備 シ収容 ノ学齢児童

ヲシテ就学セシム学齢以外 ノ者 ノ為二夜学 ヲ

開設ス

第10候 教科 目及教授並二学級ノ編制は本県

高等尋常小学校 ノ規定二準拠ス

第11候 小学校 ヲ卒業シ成績優等ニシテ前途

学力立身ノ成効 ヲ確認シ得-キ男児二限 り其

志望二依 り上級学校二入学セシム

第12候 学習及裁縫等二必要ナル教育品-級

テ現品ヲ以テ給与ス

第13候 本院-左ノ善行アル収容者二村シ賞

与ヲ行ヒ之 ヲ表彰 ス

1 院則ヲ謹守ン品行最良ニシテ他 ノ亀鑑

トナル-キモノ

1 行務二精励 シ其成績顕著ナルモノ

第14修 左 ノ行為アル収容者二対シ懲罰ヲ課

ス

1 院則二違背シ命令 ヲ遵守セサルモノ

1 院内ノ風紀 ヲ壊廃シ秩序ヲ素乱スル行

為アルモノ

1 不正 ノ行為二依 り他二対シ被害 ヲ加-

タルモノ

第15候 前傾 ノ懲罰ヲ左 ノ通 り走ム

但退院処分 ノ外期間ノ長短-情状二依 り

之ヲ言渡スモノトス

1 退 院

2 外出禁止

3 減 食

4 工賃減給

第16候 収容者ニシテ逃亡 ノ日ヨリ6カ月ヲ

経過シ復帰セサルモノニ対シテ-退院者 卜見

倣シ本規程第 3候 ノ手続ヲ履行ス

第17候 収容者死亡シタル トキ-定式二依 り

火葬シ其遺骨-合葬塚裏二納ム

但親戚等ノ引受 ヲ申出タルモノ及第 1候

第5号 ノ収容者-此限ニアラス

第18候 死亡若 ク-第 7候第 3号 ノ退院者力

本院二遺留シタル物件-適宜二依 り其家族二

引継クモノトス

前項ノ場合二於テ引受当該者ナキ トキ-

之ヲ本院 ノ収得 トス此処分二就テ-収容当時

二於テ保讃人ノ連署シタル書面二依 り其予諾

ヲ保留シ置クモノトス

第19修 本院-当市通過 ノ旅行者ニシテ営業

旅館二宿泊スル能-サル貧困者二限 り之 ヲ附

属別館二宿泊セシム第 3候 ノ規定-宿泊者二

適用ス
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第20候 宿泊及其 日数-警察官署ノ謹認アル

モノニ限ル

但室内ノ都合二依 り之 ヲ拒絶スルコトア

ノレへシ

第21候 宿泊者二-寝具飲食器具又-炊事用

具二限 り之ヲ貸与ス

第 2章 事務二関スル件 (略)82)

また､内規が設けられ､事務長､事務員､

教月や保母の職務が規定されていた｡保母の

業務は第 4条に､ 1.児童勤怠ノ状況ヲ視察

スルコト2.児童ガ定規ヲ遵守スルヤ否ヤヲ

視察スル事 3.児童ガ業務適否ヲ視察スル事

4.児童ノ食料並二給貸与品ノ分配方二従事

スル事 5.以上視察ノ状況並二執行シタル事

項-時々事務長若ク-事務員二申告スル事83)

とあり､保母の業務は児童の把握と管理が中

心であった｡なお､保母の職務上の地位は事

務月の下に置かれていた (同内規第6条)0

内規の第 7条から第30条までは収容者の遵

守事項が規程されている｡内規の第10条には

同院の日課が定めてある｡

第10候 日々ノ起臥飲食作業労働及休憩ノ時

間ヲ定ムルコト左 ノ如シ

但時季二依テ多少ノ変更ヲナスコトアル

へ シ

1 午前 5時 (冬季- 6時) 起床

1 同 6時 (同 7時) 朝食

1 同 7時 (同 8時) 作業労働

1 同 10時 (15 分 間) 休憩

1 正 午 (1 時 間) 午食

1 午後 3時 (30 分 間) 休憩

1 同 5時30分 (冬季- 4時30分) 休業

1 同 6時 (同 5時) 晩食

1 同 10時 (同 9時) 就春84)

その他収容者に対 して毎月 1回以上の健康

診断が行われ (第18条)､入浴は夏季週 2回､

冬季 1回､理髪は 1カ月 1回行 う(第19条)こ

とになっていた｡

こうして､小野政義所は閉鎖の危機を乗 り

越え､法人組織に変更し､建物を新築し､経

営の面でも県慈恵救済資金より維持費1,000

円が支給されるなど､その経営は一段 と安定

化 した｡

石川県の慈善事業の動向については､前期

同様､公的救済が貧弱なため､宗教関係者に

よる養老施設と免囚保護施設が創設され､育

児院も2カ所開設されている｡ とくに､この

時期の特徴 としてあげられるのが､各種政済

団体の支部が組織されたことで凍)る｡また､

公的な面では政育所取締規則 (県令)の発令や

県慈恵救済資金の民間慈善事業保護奨励費-

の充当などの動 きも注目される｡

(次号に続 く)

注

1 田代不二男 『全訂社会福祉学概説』光生館､

1955,2-3頁

2 -番ケ瀬康子他編『社会福祉の歴史』(講庵社

会福祉2)有斐閣､1981､2頁

3 『同上書』2-3頁

4 吉田久一 ･高島進 『社会事業の歴史』誠信書

房､1964, 7頁

5 田代国次郎 ･菊池直明 『増訂社会福祉史入

門』童心書房､1975､116-117頁

6 石川県内務部社会課『石川県感化救済事業一

覧』大正13年､15頁

7 日]代国次郎 『日本社会事業成立史研究』童心

社､昭和39年､107頁

8 石川県 『石川県感化救済事業一覧』大正6年

9 『同上書』

10 窪輿一郎 『財団法人 小野慈善院』大正6年

5月､ 1-2頁

11 横山源之助 『日本之下層社会』中央労働学



矢上 :石川県社会福祉成立史研究 (1)

園､昭和24年､56-59頁

12 金沢市 『金沢市史』(現代編 ･下巻)､昭和44

年､174頁

13 『同上書』174頁

14 『同上書』174頁

15 『同上書』162頁

16 前掲 8

17 前掲 8

18 前掲 6､16-17頁

19 前掲 8

20 前掲12､175頁

21 内務省 『感化救済事業一覧』(明治43年 9月

調)､明治44年､8頁

22 石川県厚生課 『石川県の社会事業』昭和25

年､17頁及び内務省 『感化救済小鑑』明治43年

ll

10月､lol東

23 前掲 8､及び前掲12､174-175頁

24 前掲 6､17頁

25 前掲 6､16頁

26 前掲 6､17頁

27 前掲12､162頁

28 前掲12､172頁

29 石川県 『社会事業関係法令集』大正14年､15

-20頁

30 前掲12､172頁

31 前掲10､39-43頁

32 前掲10､44-50頁

33 前掲10､52頁

34 前掲10､53頁


